
　 税関様式Ｃ第5220号

輸入許可年月日 輸出許可年月日

保税運送 ※承認

陸路、海路、空路

年 月 日から

年 月 日まで

（注） １． この申告書は２通提出して下さい。

２．   この申告に基づく処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して３
月以内に税関長に対して再調査の請求又は財務大臣に対して審査請求をすることができます。

通 関 士 記 名 欄

記 号 番 号 数 量 価 格 免 税 額

容 器 を 積 ん で い た 船 舶 又 は 航 空 機 容 器 を 積 も う と す る 船 舶 又 は 航 空 機

代 理 人 住 所 ・ 氏 名 印

長殿 長殿

事 項

申 告 番 号

申 告 年 月 日

あ て 先

申 告 者 住 所 ・ 氏 名 印

期間

区分

輸出入貨物の容器輸出入（納税）申告書
（再輸出免税明細書兼用）

船舶又は航空機の名称
又は登録記号及び国籍
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備　　　　　　考

（別紙４－13）


